
荷待ち時間の記録義務付けについて

○ 改正の概要

（１）荷待ち時間等の記録の義務付け（輸送安全規則第８条関係）
トラックドライバーが車両総重量８トン以上又は最大積載量５トン以上のトラックに乗務した
場合、ドライバー毎に、
・集貨又は配達を行った地点（以下「集貨地点等」という。）
・集貨地点等に到着した日時
・集貨地点等における荷積み又は荷卸しの開始及び終了の日時
等について記録し、１年間保存しなければならないこととする。

（２）適正な取引の確保（輸送安全規則第９条の４関係）
輸送安全規則第９条の４では、従前から、輸送の安全を阻害する行為を防止するため、
荷主と協力し、適正な取引を確保することを努力義務としているところ、
荷主の都合による集荷地点等における待機についても、トラックドライバーの過労運転に
つながるおそれがあることから、輸送の安全を阻害する行為の一例として加えることとする。

トラックドライバーの長時間労働を改善し、輸送の安全の確保を図るべく、荷待ち時間の実態を把

握するとともに、荷待ち時間を生じさせている荷主への勧告等の発動に係る確認の一助等とするた
め、荷待ち時間記録等を新たにトラック運送事業者に義務付ける省令改正（貨物自動車運送事業輸
送安全規則の一部を改正する省令）を行い、平成２９年７月１日から施行しているところ。
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荷待ち時間に関する記録の義務付け対象車両について
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＜義務付け対象＞ 車両総重量8トン以上 又は 最大積載量5トン以上

＜義務付け対象外＞

車両総重量8トン未満
又は

最大積載量5トン未満 2
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荷待ち時間のサンプル調査について

○荷待ち時間のサンプル調査について
荷待ち時間の削減に向けた取組に活用することを目的として、新たに７月から義務付けた荷待ち時間等の記録を基に
サンプル調査・分析を実施（荷待ち時間の記録義務付けの対象となっている、荷主の都合で３０分以上の荷待ちが発生した
ものが対象(※)）。

○調査方法について
・調査対象の規模は、全日本トラック協会を通して約5,000者へ調査票を配布
・７月第１週～第２週の運行について、トラック運送事業者から報告

○調査結果について
・約300者より、3,892件の回答（上記(※)に該当するもの）
・今回は調査結果の集計の速報であるが、今後、発着地・荷種と荷待ち時間との関連性などについて詳細な分析を行う
・また、これらの結果を元に生産性向上セミナーなどの説明会の場を通じて荷主に働きかけを行う

今回のサンプル調査における
１カ所あたりの荷待ち時間の分布

今回のサンプル調査における輸送品目別件数
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※注：輸送品目と荷待ち時間の分布の関連
等については未分析。
（今後分析予定）


